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〈論文〉

2001年ユカタン州知事選挙をめぐる政治過程

一―Pぶ 政権誕生後のメキシヨ地方選挙
*―
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渡 辺 暁
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2001年 5月 27日 のユカタン州地方選挙1)は 、2000年 12月 に国民行動党

(Partido Acci6n Nacional,以 下 PAN)の ビセンテ・フォックス=ケサー

ダ (Ⅵcente Fox QueSada)が 大統領に就任 し、70年以上にわたつて政権

の座にあつた制度革命党 (Partido Revolucionario lnsttucional,以 下 PRI)

が下野して以後、メキシコ全国で初めての州知事選挙となった。同州には、

保守系の PANが 1990年代を通 じて州都メリダ市長のポス トを維持するな

ど、PRIに 対抗する野党勢力の基盤があり、直前の2000年連邦選挙でも

PANと PRIの 勢力が拮抗 していたため、2001年地方選挙では激 しい競争

が予想された。その上、「恐竜 (dinOsaurios)」 と呼ばれる PRIの 守旧派の

中で、最も有力な政治家の一人として知られる、ビクトル・セルベーラ=

パチェコ (Ⅵctor CさⅣera Pacheco)知事が、前年の大統領選挙敗北を受

けてどう選挙を戦うのかという意味でも、注目を集めた。

この2001年 ユカタン州地方選挙では、全国的にも前例のない、選挙管理

委員会の設置をめぐる紛争が生じた。州議会の過半数を握るPRIが選挙

戦を有利に進めるため、自党に縁のある人物達を強引に選挙管理委員に任

命したのに対して、反対する野党は連邦選挙法廷 (Tribllnal Electoral del

Poder」udicial de la Federaci6n)に この決定の違法性を訴えたのである。
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連邦選挙法廷はこの訴えを認めて州議会に任命のやり直しを命 じたが、セ

ルベーラ知事の指導のもと、PRIの議員たちは「地方自治の尊重」を大義

名分としてこの命令に従わない姿勢を見せたため、紛争は長期化 し、選挙

直前まで選挙管理委員会が正常に機能しないという異例の事態が発生した。

本稿の目的は、2001年 のユカタン州地方選挙の過程を検討することを通

して、メキシコにおける地方レベルでの民主主義の現状について考察する

ことである。州知事選挙、州議会選挙、並びに市町村
"(municipio)の 市

長・参事会議員Э (regidor)選挙といった地方選挙は、連邦選挙法ではな

くそれぞれの州の選挙法に基づいて実施されるが、結果を含めた選挙過程

の合法性について最終的な判断を下すのは、連邦選挙法廷の管轄となって

いる。つまり、連邦選挙法廷は連邦選挙レベルのみならず、地方選挙レベ

ルでも民主主義を保護する役割を担うが、この連邦選挙法廷の制度がユカ

タン州のケースにおいてどのように機能したのかをオ巴握することで、メキ

シコの地方政治レベルにおける、民主主義の現状が判断できるはずである。

以下、まず第 I章で近年のメキシコにおける政治体制の変化と地方政治

の関連について考察し、続 く第Ⅱ章ではユカタン州の歴史・地理的状況と

政治制度を概括する。これらを踏まえ、後半の 2つの章は2001年ユカタン

州地方選挙について扱う。すなわち、第Ⅲ章では選挙の前哨戦となった選

挙管理委員会の委員選任をめぐる紛争過程、第Ⅳ章では選挙戦と選挙結果、

ならびに選挙結果の承認をめぐる選挙後の司法過程を検討する。最後に結

びでは以上の議論をまとめ、地方政治レベルにおけるメキシコの民主化の

現状について筆者の見解を述べる。

I 民主化と地方政治

メキシコの政治体制は、2000年大統領選挙におけるPRIの敗北に象徴

されるように、ヘゲモニー政党 PRIを 中心とした独特の権威主義体制か

ら民主主義体制へと移行してきた。本章では、この全国レベルでの政治体

制の変化と地方政治の民主化との関わりを、地方分権化の流れにも配慮 し
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つつ考察し、2001年ユカタン州地方選挙の過程が地方政治レベルでの民主

化の今後を考えるにあたつて重要な事例であることを示す。

1 民主主義の位置づけとメキシコにおける民主化

民主化と地方政治の関係を考える前に、民主主義・民主化そのものを本

稿ではどう位置づけるかについて、またメキシコの連邦レベルでの民主化

の現状について述べておく。

1)民主主義の位置づけ

民主主義の定義は数多く存在するが、ダイアモンドはそれらを整理して、

立憲国家であること、法の支配、定期的かつ競争的な選挙、軍のシビリア

ンコントロール、といった最小限の条件が守られていれば民主主義と見な

す「選挙民主主義 (electoral democracy)」 と、それらに加えて政府の権

限の制限や少数派の政治参加などの条件を備えていなければいけないとす

る「自由民主主義 (liberal democracy)」 に大別している (Dialnond 1999:

7-13)。

本稿で扱うのは主として選挙制度とその運用の実態を巡る諸問題である

ため、結論として導けることは選挙に関する事象に限定される。同時に、

「全ての市民が自由に参加する、公正かつ定期的に行われる選挙によって、

公共の権力を行使する代表が選出されることは、民主主義の基本的な必要

条件」 (Middlebrook 1998:3)で あり、これについて考えることは十分意

義のあることであろう。従つてこの論文では民主主義を、ダイアモンドの

言う選挙民主主義、あるいは広義の民主主義の必要条件ととらえ、選挙が

法に則 して運用されているかどうか、を民主主義定着の基準として考える

ものとする。

ただし、PRIを 中心とした権威主義的な政治体制から、徐々に民主化 し

てきたメキシコの政治過程を考えると、民主的な制度の整備に先だつて社

会の要請があつたことに気づく。たとえば、1970年代の政治改革の必要性

が認識されたのは、1968年 の学生運動の結果であつたし (0■ega 2001:

302-303)、 1990年代の一連の政治改革の引き金となったのは、1988年 の
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選挙における野党連合の盛 り上がりや、1994-95年 の経済危機に対する反

発であった。従って、政府に対 して民主化を要求する反対勢力の台頭は、

本稿で扱う制度面の民主化と密接な関係にあることを付記しておく。

2)メ キシコにおける民主化

連邦レベルでのメキシコの民主化は、2000年の連邦選挙で PRIが敗北

を喫した事実に象徴される通 り、1996年 の連邦選挙法 (C6digO Federal de

lnstituciones y Procedimientos Electoral)の改正によってほぼ達成された

と言われる (Schedler 2000: 5-9)。 新 しい連邦選挙法の制度的に見て

もっとも大きな特徴は、連邦選挙管理機構 (InstitutO Federal Electoral,以

下 IFE)の運営を市民の中から選ばれた市民選挙管理委員 (ConsaerO ciu_

dadano)に 全面的に委嘱 し、行政府 と政党の決定権 を排除 したことで

あった。 (Becerra,Salazar y Woldenberg 1997:31-37.)。 この連邦選挙管

理機構の再編によって、選管の中立性が高まったほか、有権者の登録から

投票、集計までの過程で不正を防ぐための様々な工夫がなされた。

政党間の競争の条件を公平なものに近づけようとした点も、新しい選挙

法の評価されるべき点である。具体的には、政府の交付する政党助成金が

大幅に増え、その分配方法も小政党に有利となったため、結果として政党

間の資金面での格差が緩和されたことがあげられる。2000年に全ての政党

に支給された政党助成金の総額は、 3億 1570万 ドルにのぼった (Ortega

2001:569,Cuadro 3.)。 一方で民間からの政治献金に関しては、各政党は

公的助成金の10%ま でしか現金の形での献金を受け取ることができないな

どの制限が課されたう。また、各政党にラジオ・テレビでの宣伝・広告を

無償で放送する権利が与えられたほか、報道の中立性を守るための規定が

作られるなど、マスメディアと政治の関係が整備された。

以上、民主主義の概念と、メキシコの連邦レベルにおける民主化の現状

を整理 した上で、次節以降では民主化と地方政治の関連について見ていく。



ラテンアメリカ研究年報 No.22(2002年 )         5

2 地方政治における民主化の重要性

チワワ州での調査 を中心 として1980年代以降の民主化を研究 したチヤン

ドは、野党が早 くから成長するなど全国にさきがけて民主化勢力が登場 し

たチワワ州において形成された民主化への流れが、これらの運動を担つた

政党や教会といつた社会組織を通じて全国に拡がつたと考え、地方におけ

る民主化が中央の民主化に影響 したとする立場を取っている (Chand

2001:3)。

また地方政治の研究で知られる」。フォックスも、「地方政府 レベルでの

民主化の進展度が、全国レベルでの民主政治への見通 しに影響する」 と述

べ、地方政治の民主化の重要性を主張 している (Fox 1994:105)。 地方政

治の民主化が望まれる具体的な理由として、彼は①権威主義的なエンク

レーヴを解消する必要性、②州1レ ベル、市町村 (municipiO)レ ベルと

言つた政府の各層を異なった政党が担当することで、政治アクター達が民

主主義に重要な権力の共有を学べること、③野党政治家が実務経験を積む

機会が増大すること、そして④地方政府の能力向上に伴い社会政策が活性

化すること、の四点をあげている (Fox 1994:106)。

いずれの研究者も、地方レベルでの民主化が全国レベルでの民主化に

とって重要と考える点で一致している。それでは逆に、全国レベルでの民

主化がある程度達成された現在の状況は、地方レベルの民主化にどう影響

するのだろうか。この二つのレベルにおける民主化の関連を、逆の方向か

らとらえ直す視点も有用であろう。この問題について考えるにはまず、民

主化が地方政府と中央政府の関係をどう変えたのかを見極める必要がある。

3 民主化と地方分権化

メキシヨ革命のさなかに起草された1917年憲法は、メキシコを連邦国家

と規定する一方で、連邦政府、特に行政府に大きな権限を与えた (憲法第

40条、第90条 )。 そのため、革命後のメキシコは連邦国家としての体裁を

とりながらも、実質的には強力な中央集権国家であった (MIizrahi 1997:

4)。 71年 間にわたるPRI長期政権時代の最初の60年 間、全ての州知事ポ
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ス トは PRI出 身者によって占められてきた。彼 らは例外を除いて、実質

的な中央政府のエージェントであり、党の最高権力者である大統領の決定

に従ってきた (Mizrahi 1997:5)。

こうしたことから、PRIに よる事実上の一党支配は地方政府が中央政府

に従属する関係を助長していたと言える。ところが、民主化の進展によっ

てこの地方―中央間の関係は変化する。1989年 にバハカリフォルニア州で

PANの エルネス ト・ルッフォ知事が誕生 したのを皮切 りに、PRI以外の

党出身の州知事が誕生するようになった。PRIに属さない彼らは、それ以

前の州知事たちのように、大統領が超法規的ともいえる強権をもって操作

することはできない存在となり、中央政府に対 してより自立的な立場を取

るに至った。また幾つかの地方政府を手中にしたPANは 、国会の予算審

議の場でも、地方政府への予算配分増加の要求を掲げていく。

PRI中央政府の領1も 、1980年代からサリナス政権期 (1988-94)に かけ

て地方分権化に着手していたが (Merino 1996)、 この流れは、セディーヨ

大統領が新連邦主義 (Nuevo Federalismo)を 打ち出し、財政面での自治

体の主導権の拡大をめざしたことによって本格化した (Zedillo 1998:75)。

こうした野党側と政府側、双方からの働きかけによって、1990年代には地

方分権化が進むことになった。

ところで地方分権化の動きは、地方の民主化にどのように作用するのだ

ろうか。野党知事が誕生した州など、ある程度民主化が具体化 した地域で

は、より大きな権限と責任とを民主的に選ばれた政治勢力に委譲する地方

分権化は、民主主義の強化に資すると予想される。しかし、地方政治の場

が「民主主義の苗床と言うよりも、[権威主義的な旧勢力が]延々と居座

る、民主化に抵抗する勢力の温床とな」 り、分権化が民主化にとって逆効

果となる可能性を指摘する論者 もいる (COme■us 1999:11)([ ]内 引

用者補足)。 中央集権体制の弱体化は、地方政治の相対的な活性化をもた

らすが、「地方政治のアクターの中には、民主的な気質のものもいれば、

明らかに権威主義的で自らの企てと利益を追い求めるものもいる」 (Cor―
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nehus 1999:10)た め、分権化が、期待されるべき民主的地方自治に直結

するとは限らない、とコーネリアスは主張する。

とはいえ、たとえばチャンドが研究したチワワ州や、初めて野党知事の

誕生したバハカリフォルニア州、そして野党が常に高い支持率を得てきた

連邦区のような「民主化の先進地域」とでも言うべき州・区の民主化勢力

がなければ、国レベルでの民主化は起きなかったであろう。つまり、地方

における民主化は、メキシコ全体の民主化に大きな影響を与えたといえる。

しかしこれとは逆に、国政選挙において与野党交代が実現 したという事

実は、必ずしもメキシコ全体に民主主義が行き渡つたことを意味しない。

コーネリアスが危惧するように、民主主義の実現が懸念される地域も残さ

れるのである。1994年 の時点で」。フォツクスは、北部各州のような、民

主主義が定着し、選挙が円滑に行われるようになった地域が一部にある一

方で、従来型の政治が色濃 く残る地域 も存在 していると指摘 した (Fox

1994:109)。 1990年代を通じて全体的な民主化の進展は見られたものの、

2001年現在もこうした地域差は存続 し、「民主主義の後進地域」における

民主化が課題として残されている。

4 連邦選挙法廷の仕組み

こうした、民主化の遅れている地域における民主化推進のためには、ど

のような方策が考えられるだろうか。民主化に向けた必要条件として公正

な選挙の実施があげられるが、公正さを保証するためには何らかの制度的

枠組みが必要となる。この制度的枠組みが選挙に起因する紛争を専門に扱

う法廷、連邦選挙法廷である。選挙結果ならびに選挙過程の合法性を審査

する法廷は1990年 に創設され、1996年 の連邦選挙法改正に伴つてその役割

が強化された (Becerra,Salazar y Woldenberg 1996:132-133,142-144)。

従前の選挙法廷と異なる点として、連邦最高裁判所内に設置されているこ

と、そして各州の地方選挙に関する不服申し立てを、この法廷に上告する

ことが可能となったことがあげられるの (Becerra,Salazar y Woldenberg

1996: 154)。 なお、政党が地方選挙に関して連邦選挙法廷に提訴するの
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は、州レベルの選挙法廷が下した判決を不服として上告する場合に加え、

選挙過程の合法性が守られていないとして直接告訴する場合がある。

ユカタン州の場合、選挙に関する紛争は、まず州選挙法廷 (Tribllnal

Electoral de Estado)で 審議され、異議申し立てがある場合には州高等選

挙法廷 (Tribllnal Supe五 or Electoral)に 上訴する制度になっている。しか

し、追って第Ⅳ章で触れるように、こうした州レベルの選挙法廷は、行政

府と癒着して政権党に有利な審判を下すおそれがあることから、その中立

性が懸念されていた。そこで、地方選挙を巡る紛争についても、州の選挙

法廷で結審した訴えを連邦選挙法廷に上告できるようにすることで、客観

的な裁判を保証する制度的枠組みができあがった (憲法第99条、第Ⅳ項)。

つまり、1996年 の選挙法改正においては、連邦選挙のみならず地方選挙の

公正さを確保するための仕組みも同時に整えられたと言える。

連邦主義に基づき分権化が進む中で、地方政府の権限は尊重されなけれ

ばならない。選挙法の制定や選挙の実施についても、それぞれの州の裁量

が認められるべきである。一方で、各自治体の政府は民主的に選ばれる必

要がある。そこで、連邦選挙法廷が地方選挙を管轄する制度が、地方選挙

の民主的な実施を保証するために導入された。それでは、連邦選挙法廷の

仕組みは十分に機能しているだろうか。次節では、2001年のユカタン州地

方選挙をめぐる政治過程が、この問いを考えるための格好の事例であるこ

とを述べる。

5 2001年 ユカタン州地方選挙の重要性

2001年ユカタン州地方選挙は、どのような重要性を持つのか。まず第一

に、この選挙がフォックス政権誕生後最初の地方選挙であり、中央での与

野党交代が地方選挙に影響を与えたのかどうかを見極める、最初の機会で

あったことがあげられる。また、 J.フ オツクス (Fox 1994:105)が述べ

たように、地方政治レベルでの民主主義の状況が国全体の民主主義に影響

するならば、この2001年 地方選挙の政治過程が民主的なものであったかど

うかを考察することは、今後のメキシコ全体の民主主義の定着にとって、
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重要な示唆を与えるものと考えることができる。

そして、第Ⅲ章で詳しく述べるように、ユカタン州議会の過半数を握る

PRIは 、セルベーラ知事の指導のもと、連邦選挙法廷の決定に対 して度重

なる異議申し立てを行なった。前節で紹介 したように、連邦選挙法廷は地

方選挙が民主的に行なわれるように監視する役割を担つているが、PRIの

セルベーラ派の取つた行動は、こうした制度的枠組みに対する挑戦であつ

た。こうした制度に負荷がかかつた困難な状況の中で、地方選挙の監督機

関としての連邦選挙法廷がどのように機能したのかを見ていくことで、こ

の制度の有効性が浮かび上がってくると考えられる。

こうした重要性を持つた2001年 のユカタン州地方選挙であるが、この選

挙について扱う前に、次章ではユカタン州の社会的、政治的状況について

触れる。

1 2001年 ユカタン州選挙の社会的 。政治的背景

2001年のユカタン州選挙は、どのような条件のもとで実施されたのだろ

うか。本章ではまず、同州の地理的特性と選挙制度について概括した後、

今次選挙において主要な政治アクターとなったセルベーラ知事と、ユカタ

ン州で独自の発展を遂げてきた対抗勢力 PANに 焦点を当て、両者の力関

係を概観する。

1 ユカタン州の歴史的・地理的背景

ユカタン州は、カリブ海に面したユカタン半島の北側に位置する。同半

島は海上交通の利便に恵まれ、外部世界との交易が盛んであつた一方、陸

路を通じてのメキシコ中心部との往来がほぼ不可能であったため、独立後

も独自の歴史をたどって来た (Quezada 2001: 140-163; Torres 1971:

20)。 そのため現在でも地域主義が強く、第Ⅲ章で詳述するようなセル

ベーラ知事の「連邦主義・反中央政府」のレトリックもこうした州民感情

に訴えかけようとしたものであつた。

2000年現在の州人口は166万人を数える。その4割以上、70万 5000人が
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州都メリダ市に集中しているが、同市を除けば 4万人以上の人口を持つ市

町村は 4つ しかな く、残 る大部分 は農村部 に住 んでいる (INEG1 2001:

25)。 このような都市部と農村部の対照は、政治面にもはっきりと現れて

おり、PRIは 農村部を中心に支持を集めてきたのに対 して、第 4節で述べ

るようにメリダにおいてはPANの 勢力が強い。

19世紀後半から20世紀の前半にかけてユカタンの経済を支えたのは、半

島原産のリュウゼッラン科の植物、サイザル麻 (henequёn)で あった。

船舶用ロープの材料として利用されたサイザル麻は、半島経済に大きな利

益をもたらしたが、同時にユカタンの農業をサイザル麻輸出のみに特化さ

せ、典型的なモノカルチャー経済へと変えた (Quezada 2001: 158-163)。

その結果20世紀後半に入 リサイザル麻生産が斜陽化すると、ユカタンは深

刻な経済問題に苦しむようになった。現在ではサイザル麻の生産は激減し、

作付面積は1960年 の31万ヘクタールから2000年には8万ヘクタールにまで

縮小、生産額 も農業全体の8.2%、 州総生産の0.4%に まで落ち込んでい

る7)。

以上述べてきたように、ユカタン州の特徴として、メキシコの中心部か

ら離れていること、大都市メリダと農村部の対比がはっきりとしているこ

と、そして社会的にはサイザル麻にかわる産業を見つけ出せず、経済発展

が滞っていることがあげられる。こうした社会的特徴を踏まえ、次節以降

では同州の政治状況を見ていく。

2 ユカタン州の選挙制度

セデイーヨ大統領の主導のもと、PRI、 PANお よび民主革命党 (Partido

de la Revoluci6n Democrttica,以 下 PRD)の主要三政党の協議が生み出し

た1996年 の連邦選挙法改正により、メキシコでは公正な選挙を保証する制

度的な枠組みが整ったと言われる (Schedler 2000: 8)。 しかし、連邦選

挙法はあくまでも連邦選挙に適用されるルールであり、地方選挙に関して

は州ごとに選挙法が制定されている。これら州法の改革は必ずしも連邦選

挙法と歩調を合わせてきたわけではないため、旧来の選挙法の問題点が
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残っている場合も多い (Aguayo 1998:183 i Crespo 1996:9)。 したがっ

て、ユカタン州の地方選挙を取 り上げるには、まず同州の選挙法を調べる

必要がある。この節では、連邦選挙法とユカタン州選挙法との違いを指摘

し、ユカタン州の制度面における民主化の実情について考える。

現行のユカタン州選挙法によれば、選挙を施行する主体はユカタン州選

挙管理機構 (InstitutO Electoral del Estado de Yucat狙 ,以下 IEEY)で ある。

同機構の最高意思決定機関である選挙管理委員会 (constto eleCtOral)は 、

市民の中から選ばれた 7名の市民委員 (consaerO ciudadano)を 中心に構

成される。選挙管理委員は、政党及び市民団体や同業者組合によつて推薦

された人物たちの中から選ばれ、議会の 5分の 4の承認を得て任命される

が、この基準は連邦選挙法が連邦選挙管理委員会の委員に要求する条件

(議会の 3分の 2の承認)よ りさらに厳しい (Becerra,Salazar y Wolden―

berg 1997:36;IEEY 2000:Al・ t.86,Ⅲ )。 また、選挙の透明性を高めるた

めに設置される選挙監視員制度についても、ユカタン州選挙法は連邦選挙

法と同様、メキシヨ国民のみならず外国人が監視員として登録することを

認めている (IEEY 2000:Art.17-24)。 ここまで見る限り、ユカタン州選

挙法の下で公正な選挙を実現するための仕組みは、連邦選挙制度のそれに

比べて遜色がないように見える。

その一方で、ユカタン州の制度を連邦選挙制度と比べた場合の問題点と

して、マスメデイアの選挙報道に関する規制の欠如があげられる。連邦選

挙法には、IFEがニユース番組の内容をモニターすることが明文化されて

おり、またメデイアの報道に偏 りがあつた場合、各政党あるいは候補者に

は、反論の権利が与えられている (Becerra,salazar y Woldenberg 1997:

118-124)。 この制度によつて、政党あるいは候補者を不当に攻撃する類

の報道を規制する効果が生まれたといえる。事実、1990年代初めまで多く

のメデイアは政府の強い影響下にあつたが、1997年 の選挙ではその報道姿

勢がより客観的になったと評価されている (Aguayo 1998: 173)。 対 して、

ユカタン州選挙法のメデイア関連条項には、政見放送についての取 り決め



12        2001年ユカタン州知事選挙をめぐる政治過程

はあるが、報道の客観性 などについては特 に規定が ない (IEEY 2000:Art.

46-49)。

こうした連邦選挙法とユカタン州選挙法の間の相違点に加え、同州の選

挙制度においては、選挙結果に対する異議申し立ての過程が他の州とは違

う点を指摘しておく。異議申し立ては、まず州選挙法廷で審議され、判決

に対する上訴は州高等選挙法廷において審議される。州高等選挙法廷で敗

訴した党は、連邦選挙法廷に上告することができる。

2000年 の連邦選挙でIFEユ カタン州支部の市民選挙管理委員を務めた

マッカーティーは、州選挙の結果承認過程においてこうした3段階の制度

をとっているのはユカタン州のみであり、他州では州選挙法廷の判決に対

する不服申し立ては、直接連邦選挙法廷に上告されると指摘している0。

実際、追つて第Ⅳ章第4節で見るように、州裁判所レベルでの審査過程に

時間がかかり、連邦選挙法廷への上告が間に合わなくなるという事態が生

じた。

以上の検討をまとめると、ユカタン州選挙法は市民委員の選出方法や選

挙監視員の認証については、連邦州選挙法に準 じた規定を持っているが、

報道の客観性に関する規定がない他、不服申し立てを審議する法廷が他州

の地方選挙制度と異なり、二つあることがわかる。こうした特徴が、どの

ような影響を及ぼしたのかについては、追って第Ⅲ、Ⅳ章で述べることと

する。

3 PRIセ ルベーラ知事の政治手法

ユカタン州では、「恐竜」と呼ばれる権威主義的なPRI政治家の中でも

最大の実力者とされる、ビクトル・セルベーラ=パチェコが1995年 から知

事職を務めてきた。彼は1970年 メリダ市長選に当選、前回選挙で PANに

奪われたポストを奪回した。国政レベルでも上院議員を1期、下院議員を

2期務めたほか、サリナス政権下では農地改革相となった。また、1995年

の選挙で州知事に選出される以前、1984年 から1988年 まで知事代行

(gobemadOr interino)を 務めており、通算11年間知事職にあった。メキ
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シコの憲法では、国会議員の連続再選や大統領の再選が禁止されるなど、

公選職の再選を禁止する傾向があるの。これにならって州知事の再選を認

めない州が大半であるが、ユカタン州法はこうした知事の再選を認めてお

り、彼は三度にわたつて知事職を務めた、少なくともPRI政権以降では

唯一の人物である。

政策面では、マキラドーラを誘致するなど、不振の農業部門に代わる代

替産業を模索したこと、そして貧困対策として、自転車、洗濯機などの生

活物資を無料又は分割払いで住民に配布するなどの現物支給を行なったこ

となどがあげられる。こうしたポピュリズム的な政策に加え、連邦政府が

農業生産者支援プログラム (EI Programa de Apoyos Dむ ectos al Calnpo,

通称 PROC´MPO)の一環として支給する補助金を、知事自らが州内各地

に出向いて濠1場的とも言える手法で分配した点などにも、PRIへの支持を

強化しようとした知事の意図が反映しているといえるだろう (Rθυりsια

Pθ%じ7"%ιαγ, #553,26/V/2000)。

また、セデイーヨ大統領時代には州知事と大統領の対立がいくつかの州

で表面化したが (Comelius 1999: 6-9)、 セルベーラ知事は、権威主義的

な政治体制を引きずつた古い世代の政治家であると見られているものの、

新自由主義政策をかかげる連邦政府との良好な関係を保っていたことを指

摘しておく。むしろ彼は、中央からの社会政策用の資金援助をうまく活用

することによって、ユカタン州での自らの支持基盤を固めようとした。前

述のPROCAMPOの ような新自由主義的社会政策の利用は、そのよい例で

あろう10。

以上見たように、2001年選挙をめぐる政治過程の主役の一人であるセル

ベーラ知事は、旧タイプの政治家との評価もあるものの、選挙を視野に入

れて様々な方法で支持を得ようと努めていたことがわかる。次節では知事

率いるPRIに対抗する勢力、PANに ついて扱う。

4 ユカタンにおけるPAN

ユ カタン州において PRIに 対抗する政治勢力の代表は PANで ある。
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1939年 の同党の結党から半年後には州支部が作られるなど、ユカタン州に

おけるPSは 早い時期から発展 してきた。これにはいくつかの要因が考

えられる。 トーレスは、サイザル麻の生産により地主層が強かったユカタ

ンでは、カルデナス大統領が行つた農地改革に対する反発が特に大きく、

こうした反対勢力が PANに 結集したこと、ならびに同党の有力指導者の

一人がユカタン州出身であったことを指摘 している (TOrres 1971:44)。

一方で、近年のロアエサの研究は、カルデナス政権に対する反対勢力に

よつて PANが結成されたとする伝統的な見方に批判的であり、むしろメ

キシコ革命後の権力闘争に入 り込めなかった階層の、独自の政治思想に

よって生まれたと考える (Loaeza 1998: 105)。 このロアエサの主張に理

解を示すスポルディングは、国境地帯独自の文化や中央からの政府支配の

相対的な弱さが北部におけるPANの 発展に寄与したと見られることから、

東南部の極にあるユカタンの事例にも同様の考察が適用可能であることを

示唆 している (Spalding 2000: 5-6)。 このようにユカタン州における

PANの 成立と発展に関しては様々な説明がある。本節ではこれらの説を

紹介するにとどめるが、いずれにせよ注目すべきことに、ユカタン州は北

部を中心に出発 したPANに あって、例外的な南部の拠
`点

となった。

ユカタン州の PANは 1946年以降1970年 までは、主だった選挙に候補を

擁立してきた。同党の候補が最初に勝利 したのは1958年 の連邦下院議員選

挙である (Torres 1971: 9-10, 44)。 この勝利には「民主主義の建前

(facade)を 守るため」、中央の PRIが 自党候補を捨石にして野党を勝た

せたとの説もある (Torres 1971: 55)。 とはいえ、PRIが議会のほとんど

全ての議席を独占していた時代に、選挙に勝つて議席を得られたのは、ユ

カタン州におけるPANの存在が十分強力だったからであるといえるだろ

う。

ユカタン州の PANが勝利 した初めての重要な選挙は、1967年 のメリダ

市長選であった。 トーレスは、この選挙結果に代表される1960年代の反対

勢力の盛 り上がりを分析 して、長引くサイザル麻輸出の低迷による農業部
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門の不況、メリダ市の上水道敷設をめぐる汚職問題の発覚、そしてユカタ

ン特有の現象といえる、マスメデイアの二極化、言い換えればPANを 支

援するマスメデイアの存在、という三つの要因をあげている (Torres

1971:30)。 こうして誕生したPS市 政は、PRIの統括する州政府との対

立に苦しんだものの、一定の成果をあげた (Torres 1971: 67-71)。 メリ

ダ市長となったビクトル・コレア=ラ チヨー (Ⅵctor correa Racho)は 2

年後、1969年 の州知事選挙にも立候補した。彼はこの選挙に敗れたが、選

挙結果を不服とする支持者による大規模な抗議運動が起 き、PANがユカ

タンに確固とした基盤を築いたことを示した (Torres 1971:90-94;Que―

zada 2001: 246)。

とはいえ、この敗北以降 PANの 勢いは沈静化する。1970年 にPRIが メ

リダ市長の座を奪い返して以降、次にPANが選挙で勝利を手にしたのは

20年 後であった。1970年 代にはPANは 低迷 し、地方選挙 には参加 しな

かった。また1982年 の経済危機、そして民主化の進展をスローガンにした

デラマ ドリ大統領就任を受けて行われた1984年 の州知事選挙では、PAN

の勝利が予測されたが、与野党交代は実現しなかった。選挙監視運動の推

進者としても知られる政治学者アグアーヨは、1984年 の段階においても、

PRIに よる選挙不正が PANの 「敗北」という選挙結果に大きく影響 した

と指摘 している (Aguayo 1998:170)。 北部チワワ州の州知事選挙でPAN

が敗北し、大規模な抗議運動が起きたのはこの 2年後の1986年 であつた。

PANがメリダ市長選挙に再び勝利 したのは1990年 である。ユカタン州

の PANの指導者たちは、この勝利の背景として、1988年選挙におけるマ

ヌエル・クルテイエル (Manuel Clouthier)大 統領候補の活躍が追い風と

なったことと、同党の中央執行部が政党助成金の受給を認めたことで、選

挙資金が増えたことを指摘 している (Spalding 2000: 11-12)。 これらに

加え、さらに直接的な要因は、選挙結果に対する抗議活動が成果を上げた

ことであった。1990年 の市長選挙では、当初 PRI勝利 との結果が選管か

ら発表されたが、PAN側 の組織 した抗議によってこの結果が覆つた。サ
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リナス期には、野党側の抗議によつて PRIの勝利が取 り消されたケース

が数多 く見られ、選挙後の抗議活動は野党の重要な選挙戦術の一つであっ

たとさえ言えるが、メリダ市長選でもこれが成功 したことになる。

1993年 の市長選挙でも、当選 したPRI候補が中央政府の圧力から辞任

を余儀なくされ、PANの候補が逆転当選した (Spalding 2000:12)。 その

後 PANは 1995年 、1998年 の市長選挙に勝ち、1990年代を通 じてメリダ市

長のポス トを維持 してきた。また、セルベーラが当選した1995年 の知事選

挙も、PANの 成長に加えて1994年 に起 きた経済危機の影響 も受け、接戦

となった11)。

2001年の地方選挙に先立つ2000年 連邦選挙は、ユカタン州においては

PRIと PANの 二大政党がほぼ同数の票を獲得 した。上院議員選挙の結果

はPANと 「緑と環境の党」 (Partido Verde Ecologista de Mё 対co)の連合

である変革連合 (Alianza por el Cambio)46.3%に 対 してPR1 46.8%、 大

統領選挙では変革連合47.1%に 対 して PR1 46.1%と 、両勢力の均衡がよ

く現れた結果となった2)。

以上からPANは 、同党の設立当初からユカタン州に支部を持ち、1967

年のメリダ市長選に勝利するなど古 くから勢力を保持したこと、1970年代

には停滞したものの、1990年代に入つてからはメリダ市長の座を守るなど、

確固たる地位を築いてきたことがわかる。このようにPANと PRIの 勢力

がほぼ拮抗 した状況の下、第Ⅲ、Ⅳ章で詳述するように、2001年地方選挙

では激しい選挙戦が展開された。

Ⅲ 2001年 選挙をめぐる政治過程一一選挙管理委員任命問題

第Ⅱ章第2節で簡単に触れたが、ユカタン州選挙管理委員会 (Consao

Electoral del Estado)は 、①政党あるいは一定の基準を満たす市民団体に

よつて推薦された市民から選ばれる議決権を持った7人の市民委員 (con_

saero ciudadan6)、 ②議会の2大会派が 1名ずつ指名する、発言権は持つ

が議決権を持たない委員、③同じく発言権のみを持つ、各政党の代表者
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(representantes del partido)、 並びに④市民委員に指名される書記

(secretanO t6cnico)に よって構成 される (IEEY 2000:Art.86,I;Art.87,

Art.89)。 この委員会は州選挙管理機構の運営・決定を担 う重要な存在で

あるため、前述の通り、①の市民委員は州議会の5分の4の賛成をもって

承認されなければならない。本章では2001年ユカタン州地方選挙に重要な

影響を及ぼした、選挙管理委員任命をめぐる問題を扱う。

1 問題の発端

州における政権党である PRIは 、選挙戦を有利に進めるために、選挙

管理委員に自党に近い人物を任命 しようと画策した。選挙管理委員会設置

をめぐる紛争はまず、2000年 8月 31日 、PRIが多数派を占めるユカタン州

議会が、州選挙管理委員会の委員全員の任期延長を認可したところから始

まる (TEP」F2001a:1)。 このとき、州選挙法によれば全体の 5分の 4、

つまり定数25名 中20名 の賛成を必要とするところ (IEEY 2000:Art.86,

III)、 実際には15名 の賛成を得たのみであった。それにも関わらず PRIが

強引に議事を押 し切ったことから、PRDは 連邦選挙法廷にこれを不服 と

して提訴した。連邦選挙法廷はこの訴えを認め、任命のやり直しを州議会

に命 じた (TEP」F2001a:2)。

10月 14日 、州議会はこの判決にしたがって手続きを踏み直し、改めて正

委員 7名 、補欠 7名 の市民委員を選出した。しかしこの再手続きも、候補

に上がった59名のうち、選出された14名 のみが市民委員としての資格を満

たしているとした恣意的な審査に基づいたものだった (TEPJF 2001a:3)。

そのため PAN、 PRDの両野党は再びこれを不服として連邦選挙法廷に訴

え、11月 15日 、同法廷はこの州議会の決定を無効とし、任命のやり直しを

命ずる判決を下した (TEPJF 2001a:4)。

しかし州議会はこの判決に従わず、州議会によって任命された選挙管理

委員会は、11月 15日 に活動を開始した10。 12月 11日 、連邦選挙法廷は11月

15日 の判決に従うようにとの最後通告を発したが、州議会はこれにも従わ

なかったため (TEP」F2001a:5)、 連邦選挙法廷は12月 13日 、自ら選挙管
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理委員の任命を進める決定を下し、12月 27日 に州選挙法に従つて抽選でそ

れぞれ 7人の正委員と補欠を選出した (TEP」F2001a:6-9;IEEY 2000:

Art.86,Ⅳ)。

法的な側面か ら見ればこの紛争は、野党の訴 えを受けた連邦選挙法廷が、

州議会 に選挙管理委員会任命のや り直 しを求めたのに対 して、州議会が従

うことを拒否した、と言う構図にまとめることができる。しかし、セル

ベーラ知事が度々「連邦政府の州自治への介入に反対する」旨の発言を繰

り返すなど、州議会の「不服従」には州政府の後押しがあつた (Saγ  P7・ o―

σθsο ,#20,2/XI1/2000;#21,16/XI1/2000)。 つまり、この選挙委員会設置を

めぐる対立は、ユカタン州の自治を主張する州政府と、民主主義の手続き

を執行しようとする中央=連邦選挙法廷との間に生じたものであったとと

らえることができる。

2 二つの選挙管理委員会の並立

2001年 1月 15日 、連邦選挙法廷の抽選により選ばれた委員たちが、委員

会としての認証を受けるために州選挙管理機構の建物に向かった。しかし

建物は州議会が承認した委員会に占拠されており、またPRI支持者が周

辺の道路を封鎖していたため、委員たちは入場することができず、彼らに

同行した選挙監視団体や人権擁護団体の幹部や、野党の支持者らが暴行を

受ける事態にまで発展した。結局、連邦選挙法廷によつて委員たちはメリ

ダ市内の広場で結成式をすることを余儀なくされ、これ以降数週間にわ

たって、二つの選挙管理委員会が並立する異例の事態となった (S%γ PrO_

OθsO,#24,20/1/2001.)。

選挙法廷によって選ばれた委員会は、市内の各所で会合を開きつつ、選

挙準備のために必要な資材を自ら調達しながら選挙準備をすすめた10。 一

方の州議会によって選ばれた委員たちは、連邦選挙法廷が出した立ち退き

命令を無視 して州選挙管理機構の建物での活動を続けたが、連邦警察に拘

束されるおそれがあることから人身保護令状 (amparo)を携行 した5)

(S%γ PrOοθsο ,#24,20/1/2001)。 連邦選挙法廷は選挙管理委員ならびに州
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知事であるセルベーラによる「不服従」を公式に非難し、州議会で承認さ

れた選挙管理委員たちに対 して、数回に渡 り判決に従うようにとの警告を

発した (TEP」F2001a:12-15)。

事態を収拾すべ く、セルベーラ知事が議会に提出した最終妥協案は、こ

れら二つの委員会を合併 した14名 のメンバーによる通称「スーパー委員

会」 (super_cOnsq。 )に選挙の運営を担当させるというものであった。こ

の提案は3月 8日 に与党の多数派によって可決されたが、同日、連邦選挙

法廷は、州議会によつて選ばれた選挙管理委員会に対 して、判決に従うよ

うにとの警告を発し、また3月 14日 、二つの委員会の合併という措置では

これまでの判決の要求を満たすことはできないとの理由から、8日 の議会

決定を無効とした (TEP」F2001a:16;SarP7・ oOθSQ#28,17/111/2001)。

3 「政治的」決着

選挙管理委員会の設置をめぐる紛争は、最終的には政治的決着を見た。

3月 29日 、内務大臣サンテイアゴ・クリール (Santiago Creel)の 立会い

のもと、PRI、 PAN、 PRDの 主要三党の中央執行部代表がメキシコシ

テイーにおいて声明を発表し、ユカタン州知事選挙の期日通 りの実施に向

け、連邦選挙法廷が選んだ選挙管理委員会に全面的に協力することを宣言

したのである。こうして、抽選により選ばれた委員会が選挙の運営にあた

ることが確認されたが、この合意には、「二つの選挙管理委員会 [連邦選

挙法廷によって選ばれたものと州議会によって選ばれたもの]が行なって

きたこれまでの努力が考慮され、選挙実施に生かされるように [準備をす

すめるべきである]」 との但し書きが入った ∝ωtsια R%づ鶴%ιαγ,#597,

30ДI1/2001)([ ]内 は引用者補足)。 つまり、州議会によって選ばれた

選挙管理委員会の進めてきた選挙準備活動も事実上有効なものとして認め

られ、連邦選挙法廷の選任した選挙管理委員会に引き継がれることになっ

たわけである。

州選挙法に定められた選出基準を満たしておらず、本来ならば「不法」

な存在であったはずの選挙管理委員会の、それまでの活動が事実上認めら
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れたこと、州選挙管理機構の建物の「不法占拠」や、セルベーラ知事 ら

PRIの政治家が中心となって指導した、連邦選挙法廷に対する「不服従」

運動に何ら処罰が科せられなかったことからも、政治的な決着があったこ

とは明らかである。

以上のような経過をたどり、連邦選挙法廷での抽選を経て正式に選出さ

れた委員会が、選挙管理機構の建物で準備活動を始めることができたのは、

選挙 7週間前の4月 9日 であった10。 本来ならば4ヶ 月かけて行なう選挙

準備を7週間で進めることを余儀なくされた上、前述した通 り州議会が選

出した選挙管理委員会の準備作業が有効とされたため、この委員会によつ

て任命されていた各選挙区 (dist五to)・ 市町村 (municipiO)の 選挙管理委

員会には、特定の政党寄りの人物が配属されるなどの問題が残つた1つ 。

Ⅳ 選挙戦と選挙後の混乱

本章では、前章で述べたような対立を経て始まった選挙戦と、選挙後の

混乱の経過を追う。まず選挙実務の運営と選挙報道に見られるマスメデイ

アの傾向に焦点を当て、選挙戦を取 り巻 く状況を概括 した後、有力な二陣

営 PRIと PANの 選挙運動の性格を明らかにする。続いて選挙当日の模様

とその結果にふれ、最後に選挙後の司法の場における紛争の過程について

扱う。

1 選挙を取り巻く2つのアクター :選挙管理機構と報道機関

この節では、選挙がどのような状況のもとで繰 り広げられたのか、選挙

戦の条件を決めた重要なアクターである選挙管理機構と報道機関の動向に

着目する。具体的には選挙管理機構による選挙準備の状況、そして選挙報

道の実態を見ていく。

1)選挙準備活動の遅れ

二つの選挙管理委員会が3ヶ 月以上並立するという異常事態が終結 した

後も、選挙管理委員会の活動は困難を極めた。実質的な準備期間が 7週間

しか与えられず、個々の投票所を管理する役員の研修など、必要な準備作
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業に十分な時間がさけなかった上、PRI側から様々な妨害活動があつたた

めである。

選挙不正を防止するための装置としてメキシコで大きな役割を果たして

きた、選挙監視員の認証ならびに選挙管理機構による開票速報の実施も、

PRIの 反対から一時は実現が危ぶまれた。ともに最終的には実現したもの

の、一部の選挙監視員希望者が認証を取 り消されるなどの問題が起きたほ

か、結果速報も手続き上の不備から発表が滞った。こうして、委員会発足

の遅れによる様々な制約のため、選挙管理機構は選挙速報の迅速な公表な

ど一部の活動に支障をきたしたが、最終的には期日通 りに選挙の実施にま

でこぎつけた。

2)選挙報道の客観性

1960年代以来、ユカタン州では政府の影響を受けたメデイアと、PAN

に近い独立系のDじαれO αθ yttεαια%(以下Dy)紙の対立の構図が続いて

きた。Saγ PrOο

“

ο (以下 SP)誌 や Rθυじsια R%加 %ια″ (以下 用→ 誌 の

ような、客観性を重視した雑誌もあるものの、影響力の強いメデイアは新

聞ならびに放送であり、両メディアの報道内容の多くに偏りがあったこと

は否めない。第Ⅱ章第2節で述べた通り、ユカタン州の選挙制度には報道

に関する規定がないため、こうした傾向に法的に歯止めをかける手段はな

い。

選挙監視を中心に活動するPAN寄 りの NGO、 市民家族戦線 (Frente

CMco Familiar,以下 FCF)力2001年 4月 5日 ～18日 に行ったモニター調査

によれば、民間放送は2大政党であるPRIと PANを ほぼ公平に扱ってい

るのに対 し、政府系のテレビ 。ラジオ放送局は、公共の資金で運営されて

いるにも関わらず、あからさまにPRIな らびにその候補者を支援 し、ま

た野党を中傷 していると結論付けている (FCF 2001:4)。 同様に印刷メ

デイアに関しても、Pレ勇ιο′紙などは明らかにPRIを 好意的に扱ってい

ることをオ旨摘 している (FCF 2001:7)。

以上、選挙報道に関してまとめれば、州立の放送局が与党候補に圧倒的
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に有利な報道を行っていたという問題があつたこと、そして報道機関が政

府寄 りとPAN寄 りに二極化 していた点に特徴があるといえる。

2 候補者と選挙運動

2001年の州知事選挙は、実質的にPRIの オルランド・パ レーデス=ラ

ラ (Onando Paredes Lara)候補と、PANに加え、PRD、 労働党 (Partido

del Trab巧 o)、 「緑と環境の党」の各野党の推したパ トリシオ・パ トロン=

ラビアーダ (Patricio Patr6n Laviada)候 補の一騎打ちとなった。

PRIの パレーデス候補は、国会議員、州議会議員などの公選職の他、

1984年 から1987年 の間セルベーラ知事 (当 時は知事代行)の もとで州政府

の官房長 (secretario general)を務めた経験を持つ。彼はセルベーラ知事

に近い人物としても知られ、彼が知事候補に決まったのも知事自身の意向

が強く働いたためと言われる (SP,#24,20/1/2001;鶏 #593,2Д I1/2001)。

2月 24日 に正式に決定されたパレーデス候補の擁立は、PRIの コンセン

サスを得られなかったため、内部から多 くの離反者を出す結果となった

(SP,#27,3Д Iy2001)。 いくつか例をあげれば、3月 の時点でビクトル・

マンサニーヤ=シ ャフェル (Ⅵctor Manzani■a Schaffer)元州知事が、PRI

内の彼に近いグループは対立候補に投票するとの可能性をほのめかした他、

連邦選挙法廷 と州議会との対決を期にPRIを 脱党 したガスパル・シュウ

(Gaspar Xiu)り 11議会議員は、4月 以前に多 くの党員が PRIを 離れたと推

測 している (SP,#30,15/1V/2001)。 また、2000年大統領選に向けた党内予

備選挙以来、セルベーラ知事 と対立関係 にあったロヘル・トー レス

(Roger TOrres)は 、強引な知事選候補決定を嫌い、対立候補であるパ ト

ロン候補の選挙運動に加わった10 1RP,#596,23月 I1/2001)。

一方のパ トロン候補は、1995年 にメリダ市長、2000年 には連邦上院議員

に当選した経歴を持つ。知事候補を決定する2001年 1月 の党内予備選挙に

大差で勝ち、PANの 正式候補に選出された。彼は前年の大統領選挙にお

けるフォックスの選挙戦略を踏襲し、また「ユカタンのフォックス」のイ

メージを押し出すことで、2000年大統領選挙におけるフォックス当選の追
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い風 を利用 した (SP,#24,20/1/2001)。

PRI、 PANに次 ぐ第 3の政党、PRDが同候補 を支持 したことも、パ トロ

ン候補に有利に働いた要因の一つであつた10。 1994年以降 3回の連邦選挙

で15%強の得票率をあげている PRDは 、早 くからPANが PRIに対する反

対勢力 として存在 したユカタン州では、弱ガヽ勢力にとどまっている。とは

いえ、同州における前年の連邦議会選挙での PRIと PANの差が得票率 に

して 1%に満たなかつたことを考 えれば、PRDの 支持は知事選の結果 を

左右 しうる重要な要素であつた。 しかもPRDは 、パ トロン候補 を支援す

るにあたつて同党の政権参加などの条件をつけなかった (RP,#593,2月 Iν

2001.)。 FCF代表のギジェルモ・ベラは連立の決め手として、両党がセル

ベーラ率いるPRIの打倒を共通目標 として掲げていたことに加え、ユカ

タンにおける両党の政策が比較的近かったことを指摘 している20。

2001年選挙に際してのPANの選挙運動で特徴的だつたのは、農村部に

おける組織拡大である。1990年代を通 じ、PANは 州人口の約半分を占め

るメリダでは確固たる勢力を築いたものの、農村部への進出は遅れていた。

こうした状況を打開するため、PANは 各市町村支部への支援策として、

同党を支持する企業家に特定の支部への資金援助を依頼するというシステ

ムを作 り上げた21)。 こぅしたPANの 組織作 りが、農村部における同党の

集票能力を強化する効果をあげたと考えられる。

本節では有力二陣営の候補者擁立過程と選挙運動の様子を見てきたが、

PRIの場合はパ レーデス候補の擁立が分裂を招いたのに対 し、PANの パ

トロン候補は他の野党の支持も集めたことが対照的であったといえる。

3 投票日当日の模様ならびに投票結果

選挙当日、 5月 27日 には、悪天候にもかかわらず多 くの有権者が投票所

に足を運び、68%と 高い投票率を記録した221。 投票終了後、選挙管理機構

による速報の発表は遅れたものの、報道各社などによつて出口調査の結果

が続々と発表され、パ トロン候補の優勢を伝えた。PAN独 自のアンケー

ト調査で当選が確実になったとして、フォックス大統領も選挙当日の夜に
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パ トロン候補に祝福の電話を入れ、公式結果の発表を待たずしてパ トロン

候補勝利は決定的となった。

選挙管理機構が 6月 3日 に発表した公式結果によれば、パ トロン候補は

355,280票 (有効票の52.3%)を獲得、302,340票 (同44.5%)を 獲得 した

パレーデス候補に52,940票、7.8ポ イントの差をつけた。続いて6月 5日 、

州議会選挙の全選挙区の結果が出そろった。定数25の 内、15議席力Ⅵ 選ヽ挙

区制、10議席が比例代表で選出されるが、15の 小選挙区のうちPRI候補

が 7選挙区、PANの候補が 8選挙区で勝利 し2め 、また比例代表ではPAN

が 5、 PRIが 4、 PRDが 1議席をそれぞれ獲得 した。合計では、PANが

13議席、PRIが 11議席、そして PRDが 1議席を獲得したことになる。

4 選挙結果承認をめぐる司法過程

選挙管理機構によって公式な選挙結果が発表された時点で、各政党は選

挙結果に対する不服申し立てを州選挙法廷に提出し、戦いは司法の場へと

移った。この節では、州選挙法廷・州高等選挙法廷の構成についてふれた

後、司法過程がどのように進展 したのか、知事選挙、議会選挙のそれぞれ

について、時系列に沿って分析する。

1)州選挙法廷・州高等選挙法廷の構成

第 I章第 3節で述べたように、州レベルでの選挙法廷の裁判官には中立

的でない人物が任命される可能性が指摘されてきた。それでは、この2001

年地方選挙において招集された州選挙法廷 。州高等選挙法廷の裁判官の中

立性はどうであったか。

州選挙法廷の裁判官は、各政党並びに経営者団体などの社会組織の推薦

を受けた候補の中から、抽選で選ばれる。この抽選は2000年 10月 9日 に行

われたが、このとき野党の推薦した候補が不当に除外されたとするPRD

の訴えを連邦選挙法廷が認めたため、11月 17日 に再度抽選が行なわれ、 5

名の裁判官が決定した。しかし、そのうち3人が、州政府内部での職を歴

任するなど、PRIと 密接な関係を持つ人物であると、PANの 選挙対策担

当幹部は指摘している ωx 13M/2001)。 また、州高等選挙法廷の裁判官
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3名 に関 しても、その内 2名 は PRIに 近い経歴 を持ち、しか も 1名 は州

議会選挙 に PRIか ら出馬 した経験があることを、PAN、 PRD両党の幹部

は指摘 している の x4/VIy2001)。

これらの意見は野党領1の人物のものであり、それ自体が必ずしも客観的

なものとはいえない可能性がある。しかし、特定政党から選挙に出馬した

人物が裁判官に任命された事実は、問題視されてしかるべきであろう。

2)司法過程の進展

各政党が州選挙法廷に提出した不服申し立ての総件数は、知事選挙、州

議会選挙、市長選挙の各カテゴリーをあわせて73件 に上った。PRIは 6月

6日 、知事選挙の無効を求めて提訴したが、6月 16日 には州選挙法廷が、

6月 25日 には州高等選挙法廷がこの訴えを棄却した lD× 7N/2001; 17/

V1/2001; 28M/2001)。 これを受けて PRIは連邦選挙法廷に上告したが、

同法廷 も7月 24日 この上告 を棄却 し、パ トロン候補の当選が確定 した

(TEPJF 2001b)。

はつきりとした差がついた知事選以上に問題となつたのは、議会選挙に

おいて接戦となつた二つの選挙区 (第 10選挙区と第12選挙区)の結果で

あった。 6月 24日 、州選挙法廷で PAN―PRD連立候補の勝利 した第12選

挙区の結果を無効 とし、再選挙を命 じる判決が下された。一方で、PAN

候補の勝利 した第10選挙区に関する PRIの 無効請求は認められなかった

ω
=2"″

2001)。 この判決を受け、PRIは 再度第10選挙区の結果の無効

を訴え、州選挙高裁に上訴した。これに対 して第12選挙区に関する判決を

不服とするPANと PRDは、州選挙高裁に上訴すると同時に、州選挙法の

定める期間内に判決を下さなかった以上、一審の判決は無効であるとの訴

えを、連邦選挙法廷に対 して直接起こした。

そして議会招集の前日、6月 30日 に議会選挙に関する最終的な判決が出

た。第12選挙区については、連邦選挙法廷が PAN PRDの 主張を認め、

再選挙を命じた州選挙法廷の一審判決を無効としたため、同選挙区の結果

が再度承認される運びとなった。その数時間後、州選挙高裁では第10選挙
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区での PAN―PRD共通候補の当選が覆され、PRI候補が勝利 したとする

判決が下された (」0%αα0 1/VI1/2001)。

その結果、最終的な議席配分はPRIと PANがそれぞれ12、 PRDが 1と

なった。つまり、集計直後の公式発表に比べ、PRIが一つ議席を増やし、

PANが一つ議席を減らしたことになる。こうして、州知事選挙ではパ ト

ロン候補が勝利 したものの、PANは議会の過半数を制することができず、

逆にPRIが議会を通じて一定の影響力を維持することとなった。

3)司法過程の問題点

ここで法的過程の問題点を整理する。PANの議会内過半数を阻止 した

州選挙高裁判決の内容自体にも議論の余地があるが、より重要な問題は、

州選挙高裁の判決が、議会の召集される直前に出されたため、この結果を

不服とする側に対 して、最高裁にあたる連邦選挙法廷に上告するための時

間的余裕が与えられなかったことである。実際にPANは、この第10選挙

区に関する判決を不服として連邦選挙法廷に上告 したが、同法廷は議会が

すでに召集されていることを理由にこの訴えを棄却した Oy 3/VI1/2001)。

FCFのベラは、この連邦選挙法廷の措置に関して、選挙の過程が時限

性の高いものである以上、選挙の進行は不服申し立てを可能とするだけの

時間的余裕をもって進めなければならないとした憲法の規定 (憲法116条、

d,e)に 、州選挙高裁は明らかに違反しているにも関わらず、連邦選挙法

廷が何ら対策を講じなかったことに疑義を表している ωy4/VI1/2001)。

V 結び

中央における与野党交代が示すように、着実に進行しているメキシコの

民主化は、地方政治にどの程度波及したのだろうか。本稿では、まずメキ

シコの民主化と地方政治の関係について先行研究を整理し、中央レベルで

の民主化は必ずしも地方レベルでの民主化を保証するものではないこと、

今後の民主化の更なる進展のためには地方レベルでの民主化が不可欠であ

ることを指摘した上で、2001年のユカタン州知事選挙について検討した。
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第Ⅲ章で述べたように、この選挙の最大の特徴は、事前の選挙管理委員

の任命をめぐる駆け引 き、特に連邦選挙法廷 と州政府の対立にあつた。ま

た、選挙後にも州議員選挙の結果が入れ替わるなど、司法過程が重要視 さ

れた。 したがつて、今回の選挙では投票そのものよりも、選挙のルールを

どう有利に設定するかが争点となったと言えるだろう。

1996年 の連邦選挙法改正以降、連邦選挙法廷は地方レベルでの民主主義

の確立を連邦レベルで監視する役割を担うようになった。今回のユカタン

州選挙において同法廷は、州議会による選挙管理委員の違法な任命を取り

消すなど、一定の機能を発揮した。しかし、違憲の可能性のある選挙後の

州高等選挙法廷の決定を十分に審議しなかったほか、度重なるPRIに よ

る「不服従」に対して強制力のある措置を取れなかつた。こうしたことか

ら、連邦選挙法廷はその役割を十分には発揮できなかったと考えられる。

2000年連邦選挙での劇的な政権交代によつて、メキシコの民主主義の定

着は既成事実とされつつある。しかし、本稿で扱った2001年ユカタン州地

方選挙の例に見られるように、地方によつては民主主義の定着が危ぶまれ

るところが残っており、しかも民主的な選挙を保証するはずの連邦選挙法

廷が必ずしも機能していない実態がある。今後のメキシコの政治状況を考

える際に、こうした現状を見逃してはならないであろう。

注
*こ の論文の執筆に当たり、貴重なご意見を下さつた久松佳彰氏、匿名の査読員

の方々、そして大串和雄、飯島みどり両編集委員に、この場を借 りてお礼中し

上げます。

1)こ の選挙では、州知事 (任期 6年)な らびに州議会 (一院制)議員と各自

治体の市長 (そ れぞれ任期 3年)が選出された。

2)メ キシコでは市町村レベルの区分はなく、州の下に位置する自治体は全て

rnllrucipioと なる。本稿では日本の制度に準 じて、municipioを 市町村と訳す。

3)参事会議員のうち、筆頭が市長 (alcalde)と なる。

4)政権党であるPRIだ けではなく、PAN、 PRDの主要野党が立法過程に参加

したこと自体も、この選挙法の新しい点であつた。
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5)た だし、こうした民間からの献金の制限は、政党の平時における活動資金

に対するものであって、選挙運動資金については適用 されない。実際、大統

領選挙の選挙運動資金の上限は 4億9200万 ペソ (2001年 1月 の為替 レー トで

5150万 ドル)に 設定されてお り、一つの政党が受け取る公的資金の総額に近

い額である (IFE 2000.)。 このことは、各政党が選挙資金を未だに民間からの

政治献金に依存 していることを示唆 している。

6)ユ カタンの事例以前に、連邦選挙法廷が地方選挙の結果を審議 した例 とし

てもっとも有名であったのは、2000年 10月 のタバスコ州知事選挙である。こ

の時連邦選挙法廷は選挙結果を無効 とし、選挙のや り直 しを命 じた (TEP」F

2000)。

7)INEGI(2001:351,367)よ り筆者計算。

8)IFEユカタン支部選挙管理委員 Patncia McCarthyと の Emailに よる通信

(2001年 10月 15日 )。

9)選挙で選ばれた大統領だけではなく、大統領代行 としてその地位に着いた

者 も、再び大統領になることはできない。

10)PROCAMPOは 、新自由主義政策の一環 として農業支援のために支給 され

る補助金である。2000年 7月 に行われた連邦選挙の直前、セルベーラ知事は

9月 に支払われるはずのこの補助金の支給を前倒 しして行った。これには当

時の与党である PRIに対する投票を呼びかける意味があつたと考えられる。

11)こ の知事選挙では PRIの得票率49%に対 して PANは44%を獲得 した。

12)な お、この選挙 における PRDを 中心 としたメキシコ連合 (Aliarlza por

Mё対co)の得票率は、上院議員選挙、大統領選挙 とも3.9%で あった。

13)筆者による選挙管理委員 Ignacio Pue武 o(弁護士 。州弁護士協会の推薦に

より選挙管理委員候補 となった)へのインタビュー (Mёnda,20 de junio de

2001)。

14)Ignacio Puertoへ のインタビュー (Mё五da,20 dejunio de 2001)。

15)人身保護令状 (amparo)と は、何 らかの罪で検挙される可能性のある人物

が、自らの正当性を主張 し逮捕拘束を回避するため、法律の専門家に依頼 し

て作成する書類である。議会による選挙管理委員の任命が無効であるとすれ

ば、彼 らは州選挙管理機構の建物を不法に占拠 していることになり、連邦検

察庁 (PrOcllrad面 a Generaldela Repmhca)に検挙 される可能性があった。

16)Ignacio Puertoへ のインタビュー (Mёrida,20 dejunio de 2001)。

17)州都メリダ市の選挙管理委員会について、同委員会での PANの代表は、

メンバーのうち90%が PRIに 関係のある人物であったとしている のじαれο αθ
勁 εαι伽 ,23 de mayo de 2001)。

18)こ の党内予備 選では、 トー レスは次点 となった ロベ ル ト・マ ドラソ
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(Robe就 o Madrazo)候補の同州での選挙運動 を指揮 していたのに対 し、セル

ベーラ知事 は結果的に大統領選 に立候補 したラバステイーダ候補 を支持 して

いた。

19)州選挙法では、連立の取 り決めがな くて も、複数の政党が共通の知事候補

を立てることが可能である (IEEY 2000:Art.54-65)。

20)筆 者による Gui■erlno Velaへ のインタビュー (Mёrida,27 de mayo de 2001)。

21)筆 者による FCFメ ンバー JOrge Morenoへのインタビュー (Mёrida,27 de

mayo de 2001)。

22)筆 者は “宙sitante extraniero"と して、市民家族戦線メンバー 」Orge Moreno

に同行 し、PRIが強力 な地盤 をもつ Izamal市 を中心 に選挙監視活動 に加 わつ

た。ここでは、選挙監視員が投票 ブース内に PRIの候補への投票 を促す書 き

込みを発見 したほか、他州か ら選挙実施状況 を視察 に来ていた PANの国会議

員が、PRIの候補者か ら脅迫 を受 けるなどの事件があった。ただ し、こうし

た選挙不正が どの程度結果 に影響 したのかを推定す ることは困難であ り、こ

こでは筆者がこれ らの事実 を見聞 したことを記すにとどめる。

23)PANの 州議会議員候補は 5つの選挙区で PRDの推薦 を受けた。
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